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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について（依頼） 

 

 本県の新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の実施については、県民の皆様、

事業者の皆様に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 本県の感染状況は、１２月３１日に過去最多となる３３０人の新規陽性者を確認し

ました。 

 また、首都圏全体においても感染が拡大しているため、１都３県で足並みを揃えた

対策が必要であることから、国の要請等を踏まえ、同法第２４条第９項に基づき以下

のとおり協力を要請します。 

 なお、緊急事態宣言が発出された場合には、基本的対処方針に基づいて、必要な変

更を行います。 

 ついては、県内企業やその従業員の方に周知をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 県民への要請 

（１）期間 

   令和３年１月８日（金）午前０時から令和３年１月３１日（日）午後１２時ま 

  で 

（２）内容 

午後８時以降の不要不急の夜間外出自粛 

２ 事業者への要請 

（１）営業時間の短縮等 

  ア 令和３年１月８日（金）午前０時から令和３年１月１１日（月）午後１２時 

   まで 

   ・対象：さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食店」 

       及び「カラオケ店」 

   ・内容：営業時間 午前５時から午後８時まで 

       酒類提供時間 午前５時から午後７時まで 

  イ 令和３年１月１２日（火）午前０時から令和３年１月３１日（日）午後１２ 

   時まで 

   ・対象：県内の飲食店（カラオケ店、バー等を含む） 



   ・内容：営業時間 午前５時から午後８時まで 

       酒類提供時間 午前５時から午後７時まで 

（２）その他 

  ア 期間 

    令和３年１月８日（金）午前０時から令和３年１月３１日（日）午後１２時 

   まで 

  イ 内容 

   ・テレワークの徹底（目標値：県内企業の５０％） 

   ・在宅勤務・時差出勤の徹底 

   ・職場・寮における感染防止策の徹底 

   ・従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ 

   ・全てのイルミネーションの早めの消灯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   担 当 産業労働政策課 商工団体担当  

                   電 話 ０４８－８３０－３７２１ 

                   メール a3710-02@pref.saitama.lg.jp 


